
女性差別撤廃条約選択議定書の批准を早急に求める意見書  

 

昭和５４年国連で「女性が性に基づく差別を受けない権利と平等の  

権利を保障する女性差別撤廃条約」が採択され、日本はこの条約を昭和

６０年に批准し、３６年余りが経過しました。  

しかし、令和４年発表の日本のジェンダーギャップ指数は、１４６カ

国中１１６位、Ｇ７では変わらずの最下位です。性暴力、性犯罪、セク

シャルハラスメントや男女賃金格差など、日本社会での男女間の不平等

に対し、法整備や改善を求め女性たちが今も声を挙げ続けています。  

条約の実効性を高めるため、１９９９年に女性差別撤廃条約選択議定

書が国連で採択され、締約国のうち１１４カ国が批准していますが、日

本は未だ未採択のままです。  

選択議定書を採択することにより、女性差別撤廃条約上の権利を侵害

された個人や団体が女性差別撤廃委員会に通報 できるという道が開か

れます。また、現在、日本の裁判所は、女性差別撤廃条約を判決の判断

基準にしていませんが、個人通報制度が使えるようになれば、国際基準

が尊重され、日本の裁判所が女性差別撤廃条約を裁判に適用するように

なります。  

 

 国は、「個人通報制度が女性差別撤廃条約の実施に効果的な担保を図

るもの」としながらも、２０年以上も「検討」し続けているだけです。 

よって、中井町議会は国会及び政府に対し、男女格差を無くし、全て

の人の人権が尊重される社会をつくるため、一刻も早く選択議定書を批

准するよう強く求めるものです。  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。  
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